
水質総量規制制度の概要

１ 水質総量規制制度について

水質総量規制は、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、人口

及び産業が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域の水質改善を図るため、工場・

事業場のみならず、生活排水等も含めたすべての汚濁発生源について、総合的・計画

的に対策を進める制度である。

本制度は、昭和54年以来７次にわたり、化学的酸素要求量（当初からの指定項目）、

窒素及びりん（第５次からの指定項目）を対象に実施されており、対象水域は東京湾、

伊勢湾及び瀬戸内海とされ、また、これら水域への流入域である20都府県の関係地域

が対象地域となっている。

水質汚濁防止法第４条の２に基づく「総量削減基本方針」は、水質総量規制制度の

根幹を成すものであり、汚濁源を生活系、産業系及びその他系（土地、畜産、農業）

に分けた上で、汚濁負荷の総量の削減目標量及び方途、目標年度等を定めるものであ

る。

２ これまでの経緯

現行の第７次水質総量規制における総量削減基本方針は、それまでの実績を踏まえ

平成23年６月に策定され、平成26年度を目標年度として、CODのみならず、窒素及びり

んとを併せた総合的な削減対策を実施してきた。

第７次総量規制の目標年度が平成26年度であったことから、平成26年12月から中央

環境審議会水質部会総量削減専門委員会において第８次総量規制のあり方について審

議が行われ、平成27年12月に開催された中央環境審議会水環境部会において報告し、

同日に中央環境審議会から答申がなされた。



３ 水質総量規制制度の体系

対象水域：東京湾、伊勢湾、瀬戸内海

対象項目：化学的酸素要求量（COD）、窒素、りん

【総量削減基本方針】

・ 対象水域ごとに環境大臣が策定

・ 目標年度、削減目標量、削減に関する基本的事項を規定

【総量削減計画】

・ 総量削減基本方針に基づき、都府県ごとに知事が策定

・ 発生源別（生活系、産業系、その他系）の削減目標量、

削減のための方途等を規定

【事業の実施】 【総量規制基準による規制】 【削減指導等】

・ 下水道の整備 ・ 排水量が50立方㍍/日以上 ・ 小規模未規制事業場

・ 浄化槽の整備 の工場・事業場が対象 ・ 畜産、農業

・ 処理の高度化 等 ・ 排水濃度×排水量の規制 ・ 一般家庭 等

：今回策定、設定する内容



４ 対象水域及び対象地域



５ 対象水域ごとの汚濁負荷量の推移



６ 海域毎の水質濃度（平均値）の推移

（１）COD



（２）窒素



（３）りん



７ 瀬戸内海における環境基準達成率の推移

(1) COD

(2) 窒素及びりん



８ 第８次総量削減基本方針（平成28年度策定）の概要

(1) 目標量（平成31年度目標） （単位：トン/日）

COD 窒素 りん

瀬戸内海 404（472） 402（440） 25.2（27.4）

うち大阪湾 85（116） 87（103） 5.8（6.6）

うち京都府 13（18） 14（15） 1.1（1.2）

（ ）内は、第７次方針（平成26年度）目標値

(2) 削減の方途等

・ 下水道、浄化槽等の生活排水処理施設の整備

・ 工場・事業場の実情に応じた総量規制基準の適切な運用

・ 干潟の保全・再生、底泥除去や覆砂等の底質改善対策の推進 等

９ 第８次総量削減計画（案）の概要

(1) 目標量（平成31年度目標） （単位：トン/日）

COD 窒素 りん

生活排水 7（9） 7（7） 0.6（0.6）

産業排水 5（7） 2（3） 0.3（0.4）

その他 1（2） 5（5） 0.2（0.2）

合計 13（18） 14（15） 1.1（1.2）

（ ）内は、第７次計画（平成26年度）目標値

(2) 目標達成のための方途

・ 生活排水処理施設の整備等

下水道等の生活排水処理施設の整備、高度処理の導入促進等

・ 総量規制基準の設定、及び遵守の徹底

・ その他の汚濁発生源に係る対策

生活排水対策、小規模・未規制事業場対策、農地からの負荷削減対策、畜産排水対策

・ 教育・啓発等

・ その他汚濁負荷量の雨量の削減に関して必要な事項

底質汚泥の除去、監視体制の整備、調査研究の推進、中小企業の助成措置等



10 汚濁負荷量の推移及び削減目標量（京都府域）
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＜平成26年度 実績値及び⽬標値＞

COD（㌧／⽇） T－N（㌧／⽇） T－P（㌧／⽇）

実績値 ⽬標値 実績値 ⽬標値 実績値 ⽬標値

⽣活系 ７ ９ ７ ７ ０.７ ０.６

産業系 ５ ７ ２ ３ ０.３ ０.４

その他系 ２ ２ ５ ５ ０.２ ０.２

合計 １４ １８ １４ １５ １.２ １.２

＜平成31年度 ⽬標値＞

COD（㌧／⽇） T－N（㌧／⽇） T－P（㌧／⽇）

⽬標値 ⽬標値 ⽬標値

⽣活系 ７ ７ ０.６

産業系 ５ ２ ０.３

その他系 １ ５ ０.２

合計 １３ １４ １.１



11 対象地域（京都府域）



12 総量規制基準について

基本的な式

Ｌ（総量規制基準）＝Ｃ（濃度）×Ｑ（特定排出水）×10-3

（kg/日） （mg/L） （ｍ3/日）

・ 上記を基本に、次式により、事業場ごと、項目毎に算出し、設定

ＣＯＤ：Lc ＝ (Ccj・Qcj＋Cci・Qci＋Cco・Qco)×10
-3

（kg/日)

窒素 ：Ln ＝ (Cni・Qni＋Cno・Qno)×10
-3

（kg/日)

りん ：Lp ＝ (Cpi・Qpi＋Cpo・Qpo)×10
-3

（kg/日)

※１ Ｃは知事が定める濃度

環境大臣が定める業種等の区分毎に、環境大臣が定める範囲内で知事が定める。

※２ Ｑは時期により区分される業種等毎の特定排出水

時期別水量 COD 窒素 りん

S55.6.30以前の水量 Ｑc0（Ｃc0）

S55.7.1からH3.6.30までに Ｑci（Ｃci）増加した水量 Ｑn0（Ｃno） Ｑp0（Ｃpo）

H3.7.1からH14.9.30までに
増加した水量

Ｑcj（Ｃcj）

H14.10.1以降に増加した水量 Ｑni（Ｃni） Ｑpi（Ｃpi）

（ ）内は、それぞれのＱに対応するＣ値

※３ 総量規制基準は、事業場等の排出水のうち、冷却水等を除く水（特定排出水）につ

いて適用

具体例

特定事業場の範囲

特定施設
（指定地域特定施設含む） 特 排

汚水等の 定 出 公共用
処理施設 排 水 水域

特定施設以外の施設 出
水

特定施設以外の施設

間接冷却水等（汚濁負荷が増加しないことに供された水）

総量規制基準遵守義務 排水基準遵守義務

汚濁負荷量の測定・記録保存義務 汚染状態の測定・記録保存
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